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森
林
の
立
木
を
伐
採
し
よ
う
と
さ

れ
る
と
き
は
、森
林
法
に
基
づ
く
伐

採
の
届
出
等
が
必
要
で
す
。

　

無
届
け
、無
許
可
に
よ
る
伐
採
を

し
た
場
合
、罰
金
に
処
せ
ら
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、１
ヘ
ク
タ
ー
ル（
１
０
０
０

０
㎡
）を
超
え
る
森
林
の
開
発
行
為

を
行
う
場
合
は
、県
へ
の
許
可
申

請（
林
地
開
発
許
可
申
請
）が
必
要

で
す
。

【
届
出
等
の
時
期
に
つ
い
て
】

　
■
普
通
林
の
場
合

　

・�

伐
採
す
る
90
日
〜
30
日
前�

ま
で

に
届
出
が
必
要

　
■
保
安
林
の
場
合

　

・�

皆
伐
は
、伐
採
面
積
の
限
度
公

表
日
か
ら
30
日
以
内
に
県
へ
の

許
可
申
請
が
必
要

　

・�

天
然
林
の
択
伐
は
、伐
採
す
る

30
日
前
ま
で
に
県
へ
の
許
可
申

請
が
必
要

　

・�

間
伐
ま
た
は
人
工
林
の
択
伐

は
、伐
採
す
る
90
日
〜
20
日
前

ま
で
に
届
出
が
必
要

【
無
届
伐
採
に
対
す
る
罰
則
】

　
■
普
通
林
の
場
合

　

・�

１
０
０
万
円
以
下
の
罰
金
に
処

せ
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

　
■
保
安
林
の
場
合

　

・�
１
５
０
万
円
以
下
の
罰
金
に
処

せ
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

　

詳
し
く
は
、町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w
w
.tow
n.w
akayam

a-
hidaka.lg.jp/

）を
ご
覧
い
た
だ
く

か
、産
業
建
設
課（
☎
６
３･
３
８
０

６
）ま
で
。

森
林
の
立
木
を

�

伐
採
す
る
と
き
は

お問い合わせは、下記まで。
産業振興班（☎63・3806）
建　設　班（☎63・3804）

産 

業 
建 
設 
課

お
知
ら
せ

森
林
の
土
地
の

�

所
有
者
届
出
制
度

　

森
林
の
土
地
を
取
得
し
た
と
き
は

届
出
が
必
要
で
す
。

■
届
出
対
象
者

　

個
人
・
法
人
を
問
わ
ず
、売
買
や
相

続
等
に
よ
り
森
林
の
土
地
を
新
た
に

取
得
し
た
方
は
、面
積
に
関
わ
ら
ず
届

出
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

■
届
出
期
間

　

土
地
の
所
有
者
と
な
っ
た
日
か
ら

九
〇
日
以
内
に
、取
得
し
た
土
地
の

あ
る
市
町
村
の
長
に
届
出
を
し
て
く

だ
さ
い
。

■
届
出
に
必
要
な
書
類

①
森
林
の
土
地
の
所
有
者
届
出
書

（
役
場
産
業
建
設
課
に
用
意
し
て
い

ま
す
。ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。）

②
そ
の
森
林
の
土
地
の
位
置
を
示
す

図
面（
任
意
の
図
面
に
大
ま
か
な
位

置
を
記
入
）

③
そ
の
森
林
の
土
地
の
登
記
事
項
証

明
書
、又
は
、土
地
の
権
利
を
取
得
し

た
こ
と
が
わ
か
る
書
類（
土
地
売
買

契
約
書
・
相
続
分
割
協
議
の
目
録
等
）

の
写
し

　

詳
し
く
は
産
業
建
設
課（
☎
６
３
・

３
８
０
６
）ま
た
は
日
高
振
興
局
林

務
課（
☎
２
４･

２
９
１
２
）ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

〜
低
コ
ス
ト

　
　
　
　
耐
震
改
修
工
法
の
採
用
〜

　

こ
れ
ま
で
和
歌
山
県
で
は
、基
本
的

に
国
ま
た
は（
一
財
）日
本
建
築
防
災

協
会
が
認
め
た
工
法
を
補
助
対
象
と

し
て
い
ま
し
た
が
、住
宅
の
耐
震
化
を

更
に
促
進
す
る
た
め
、適
切
な
評
価
を

受
け
た
耐
震
改
修
工
法
を
補
助
対
象

に
追
加
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
よ
り
、工
法
選
択
の
幅
が

拡
が
る
た
め
、工
事
費
の
削
減
や
工

期
短
縮
な
ど
に
つ
な
が
る
こ
と
が
考

え
ら
れ
ま
す
。

■
補
助
対
象
に
追
加
す
る
工
法

　

�

愛
知
建
築
地
震
災
害
軽
減
シ
ス
テ

ム
研
究
協
議
会
の
評
価
工
法

木
造
住
宅
耐
震
補
強

工
事
の
補
助
対
象
工
法
を

�

拡
大
し
ま
す
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利活用可能な空き家

再利用が見込めない空き家

お問い合わせ�/�空き家について　　　総務政策課（☎63・2051）
　　　　　　�　耐震について　　　　産業建設課（☎63・3806）

空き家対策を推進します
・�防災・衛生・景観など、地域住民の生活に影響を及ぼす空き家対策を推進するため、物
件の状態に応じた対策を推進します。
・�利用可能な空き家については、流通を促進させるにあたり、耐震化が必要であることか
ら、所有者の負担軽減のために耐震化費用の一部を補助することとします。

①空き家所有者が空き家の流通について、下記いずれかに相談
　【わかやま空き家バンク】　：市町村空き家バンク担当窓口
� ：定住支援住宅管理機構（県住宅供給公社）
　【マイホーム借り上げ制度】：（一社）移住・住みかえ支援機構
②�旧耐震基準の住宅の場合、耐震化が必要であるため、市町村空き家バンク担当窓口もし
くは上記団体から空き家の存在する市町村の耐震担当窓口を紹介
③�空き家所有者が「耐震診断」の申込み
　申込み時に、空き家の流通が担保出来る書面を添付
【わかやま空き家バンク】　：HP登録画面、登録申請書、登録カード
【マイホーム借り上げ制度】：利用申込書（１面と５面の写し）

④�診断の結果、耐震性がないことが確認された場合、「耐震補強設計」「耐震改修工事」の申
込み
⑤�耐震改修工事ののち、耐震性が確認された時点で、空き家が流通
　※木造住宅の避難重視型補強（評点0.7以上にする）についても対象とする
市町村で工事完了を確認した書面の写しを申請者に交付

①県・町村会が、対策を必要とする事案を提案
②規制手法や助成制度など解決策を検討
　・空家等対策特別措置法、建築基準法、景観支障防止条例等による除却促進手法
　・除却後の跡地利用の促進　など
③市町村が解決に取り組む場合、県は技術面で協力

制度拡充内容

流通の促進

除却の促進


